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平成２８年６月１３日発行

茨島出張所では、雄物川下流（河口～秋田市境）・旧雄物川（雄物川分岐点から0.3km）の管理をしています

0AO 

5/12(木)・１３(金) 

を行いました ! 

堤防徒歩点検では、秋田河川国道事務所職員・防災エキスパートで管理区

間（全長約２７Km）を堤防などに異常箇所はないか目視で確認を行いました。 

今回の点検では重大な危険箇所は確認されませんでした。 

堤防での車の乗り入れの迷惑行

為は絶対にやめましょう。堤防

表面の損傷であっても、洪水時

に堤防の崩れや洗掘につなが

る恐れがあります。 

雄物川流域一斉清掃とは、国土交通省、流域市町村、秋田県、秋田市と

連携して行われているクリーンアップ活動です。日常生活の中で発生す

る飲料用の空き容器や、耕作地からの使用済み農業用資材などが、降

雨時に道路脇の排水側溝や用水路等を経て河川へ流出しています。こ

れら「河川ゴミ」は、河口を目指して浮遊し各地の河岸に漂着するため、

水辺の本来の景観が失われています。ゴミの減量化、ポイ捨て防止及

び山間地や河川などでの不法投棄防止を啓発していくため、各地域の

皆様の協力で「雄物川流域一斉清掃」を実施しています。 

5/２２(日) 

雄物川流域一斉清掃 を行いました！ 

◇参加人数・・・・４８５名     

 （個人 １９名、３１団体、スタッフ ３５名）  

◇ごみの回収量・・・約０．４トン   

 （４５ℓごみ袋約１４０袋）        

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

ご協力ありがとうございました。 



秋田河川国道事務所は許可工作物の管理者と共に、施設等

の点検を合同で実施中です。主な目的は、河川管理施設や

工作物が河川本来の機能を減ずることや障害となる場合が

あることから、適切に管理や設置をされているかを点検する

ためです。 

 

0AO 

5/２７(金)～6/14（火） 

を実施中です！ 

を行いました！ 

6/2（木） 

川側の堤防崩壊を防ぐ工法です。 

雄物川を管理する秋田河川国道事務所と不法投

棄の監視・指導を行っている秋田市環境部、取締り

等を行っている警察署が合同で不法投棄合同パト

ロールを行いました。雄物川の河川区域では、家庭

ゴミから大きな家電などの不法投棄が後を絶ちま

せん。 

パトロールでは、これまで不法投棄が多かった箇

所に警告看板を設置してきました。 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

許可工作物・・・河川区域内の土地でこのような施設を設置し

ようとするときには、河川管理者の許可を受けて施工すること

が定められており、河川管理者の許可を受けてつくられたもの

をいいます。 

 

河川管理施設・・・樋管、樋門、堤防などの施設のことで、河川

の流量や水位を安定させたり、洪水による被害防止などの機

能を持つ施設のことをいいます。 

環境省などでは、５月３０日（ごみゼロの日）～６月５日（環境の日）ま

でを「全国ごみ不法投棄監ウィーク」として不法投棄対策の取締り

を強化しています。 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

6/5（日） 

を行いました！ 

秋田市総務部防災安全対策課、秋田市消防本部、秋田市中央

地区消防団が連携して水防訓練を秋田市茨島（秋田大橋上流

河川敷）で行いました。 

水防技術の向上、水防体制の強化を図ると共に、水防に対す

る地域住民の理解・意識を高めることを目的としています。 

シート張り工 作業中 


